
   

 

相模原市監査委員公表第１７号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の３８第６項の規定により、市

長から、平成１３年度、平成２２年度及び平成２４年度の包括外部監査の結果に基

づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表す

る。 

 

平成２９年７月５日 

 

 

相模原市監査委員 彦 根   啓 

 

 

同        坪 井 廣 行 

 

 

同        金 子 豊貴男 

 

 

同        石 川 将 誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

１ 特定の事件（平成１３年度） 

相模原市土地開発公社の財務に関する事務の執行及び管理の状況 

２ 監査対象部局及び団体 

  相模原市土地開発公社及び関係各部課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日    平成２９年６月２２日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

１．【公有財産】  

先買い制度による代替地 

相模原市土地開発公社において、長

期保有土地のうち先買い制度による土

地は、事業用地が８箇所１，４２７百

万円あり、代替地１４箇所３，００７

百万円ある。先買い制度により取得さ

れる土地は、必要性を充分に吟味する

ことなく買取り機会に応じてしまう傾

向があるため、用地取得してから公共

施設の整備等に用いられるまでの期間

が一般に、長期にわたる可能性が高く

なる。また、買取られた土地の用途も

公共的なものに限られる旨、｢公拡法｣

で規定されている。先買い制度により

公共用地を先行取得した後に、計画の

変更等により当初の利用目的がなくな

ってしまった場合、民間売却が法律的

に制約されてしまう。 

相模原市より取得依頼された用地

が、買取り後の計画変更等によって、

用途変更や民間売却が余儀なくされた

場合には、相模原市にその第一義的責 

１．【公有財産】  

先買い制度による代替地 

 先買い制度による代替地１４箇所の

うち、すでに売却した１２箇所に加

え、新たに１箇所（鵜野森鹿島森用

地）を平成２９年５月に売却処分を行

った。 
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任があるため、相模原市は責任を持っ

て当該用地に係る対応策を講じるべき

である。具体的には、代替地の事業用

地化又は民間売却の可能性等の検討が

必要。 

(報告書 ２７頁～３０頁) 

 

２．【公有財産】 

  代替地等 

代替地２３箇所及び広域行政道路の

含み損３，０２９百万円を加味して、

貸借対照表を修正すると１，９０９百

万円の債務超過に陥る。 

 相模原市土地開発公社は、今後、債

務超過に陥らないために、代替地に関

しては、含み損を顕在化させない帳簿

価額で買取る事業用地への転換も考慮

する必要がある。また、事業用地の｢広

域行政道路｣に関しては、相模原市から

取得依頼された相模原市土地開発公社

に負担させるべきか資金面と損益面か

ら慎重に検討する必要がある。 

(報告書 ３１頁～３６頁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．【公有財産】 

  代替地等 

代替地２３箇所及び事業用地の「広

域行政道路」１箇所のうち、すでに売

却した１８箇所、市が買戻しを行った

２箇所及び事業用地へ転換した１箇所

に加え、新たに１箇所（鵜野森鹿島森

用地）を平成２９年５月に売却処分を

行った。 
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１ 特定の事件（平成２２年度） 

市税（市民税、固定資産税、その他）の事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  税務部関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日    平成２９年６月２２日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

１．【法人市民税】  

未申告となっている法人への催告状

況について 

相模原市では、最初に催告書を送付

した後は相模原市からのアプローチが

なされず放置に近い状態となるが、他

の法人はたとえ赤字であっても申告納

税しているのであって、そのような法

人と比較した場合、未申告となってい

る法人を放置していることは課税の公

平性から問題である。当該法人に対し

ては、確定申告の催告書を送付するほ

か、当該法人及びその関与税理士への

電話確認又は呼び出しにより申告を促

すこととし、当該法人が休業等により

事業実態がない場合などには「休眠会

社」扱いとなるように「休業届」「休業

状況報告書」を提出するよう促すべき

ある。また、これら一連の過程につい

てはその結果を「未申告法人調査票」

といったものを作成するなどして管理

することとし、これらの案件の引き継

ぎが可能となるようにしておく必要も 

１．【法人市民税】  

 未申告となっている法人への催告状

況について 

平成２８年度より未申告法人に催告

書を送付する際、事業実態が無い場合

の休業届の提出についてのお知らせを

同封して休業届の提出を促している。 

 なお、未申告となっている法人に対

しては、国税庁法人番号公表サイトか

らの情報収集や法人及び関与税理士へ

の電話調査を実施しており、これらの

情報については、未申告法人リストに

よりデータ管理し、情報の共有化を図

っている。 

今後は、法人登記簿や現地確認によ

る調査を追加するとともに、平成３０

年１月より導入する法人市民税の新シ

ステムにおいて随時、未申告法人を抽

出する機能を付加し対応を強化する。 
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ある。更に「未申告法人調査票」をシ

ステム上でデータ化できれば情報の共

有化が図られ、上司がいつでも閲覧で

きることから、当該法人が放置されな

いよう指示することが可能となる。未

申告法人への催告の状況と、その管理

については不十分であるから、適切な

対応がとられるように検討すべきであ

る。 

(報告書 ７２頁～７３頁) 
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１ 特定の事件（平成２４年度） 

下水道事業に関する財務事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  都市建設局土木部関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日    平成２９年６月２２日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

１．【公共下水道使用料】  

同一業種間の使用料の比較結果の確

認 

下水道に未接続で使用料が発生して

いない施設については、市によると浄

化槽等を使用しているとのことであ

る。よって市は、公共下水道の整備さ

れた区域において、水洗化指導を実施

しているが、なお、下水道への接続が

なされない施設へは更なる指導が必要

である。 

下水道に接続しており、かつ排水量

の申告がある施設については、使用料

の額に著しい開きが見られる。使用料

が著しく低い施設については、申告内

容の正確性を十分に検討しておく必要

がある。 

下水道に接続しており、かつ排水量

の申告がない施設は、いずれも使用料

が著しく低くなっている。これら施設

については施設から排出された下水を

どのように取り扱っているのか、その

実態を早急に調査する必要がある。 

１．【公共下水道使用料】  

 同一業種間の使用料の比較結果の確

認 

同一業種の１９施設について、平成

２４年度から平成２５年度にかけて実

態調査を実施した。 

下水道に接続されていない５施設に

ついては、現在も接続には至っていな

いが、平成２８年度に現地調査や所有

者への聞き取りなどを行い個々の状況

把握に努めるとともに、継続した訪問

調査を実施し指導の強化を図ってい

る。 

 下水道に接続しており、排水量の申

告がある９施設のうち７施設について

は、実態調査により適切に申告がされ

ていることを確認した。使用料の低か

った２施設については、申告内容の正

確性を欠いていたため事業者に是正を

求めた結果、水量計の設置等により、

施設規模や設備等によって使用料に開

きはあるものの、平成２８年度中に申

告内容の正確性が確保された。 



- 6 - 

 

市においては、個々の施設の実情を

正確に把握しておく必要があり、確認

の結果、事業者に是正を求めるべき事

項があった場合には速やかに対応を図

り、実情の確認の結果と併せ、本監査

に対する措置の状況として公表する必

要がある。 

(報告書 ８８頁～８９頁) 

下水道に接続しており、排水量の申

告がない５施設については、事業者に

是正を求めた結果、水量計の設置等に

より、平成２７年度中に適正な排水量

申告がされることとなった。 

 

 

 


